
10月1日から平均15％の引き上げ10月1日から平均15％の引き上げ

水道料金を改定します水道料金を改定します水道料金を改定します
■問　上下水道課＊７２１－５５５５

　水道事業は、皆さんがお支払いいただく水道料金を主な収入源として運営しています。現行の水道料金は、
平成13年から25年間（消費税率の改定分は除く）据え置いてきましたが、水道事業を持続的かつ安定的に運営
していくため、水道料金を改定します。詳しくは、町ホームページをご覧ください。

10月１日以降の料金表（１カ月分、消費税込み）

　町の道路に埋設されている約213kmの水道管のうち、約２割が更
新の時期を迎えており、今後も増加していく見込みです。また、
近年各地で災害が発生しており、町でも漏水や道路の陥没などの発
生防止を図るため、老朽化した水道管を地震に強い水道管へ更新
する工事を順次行っています。

●基本料金 単位：円
差額メーター口径

13-20㎜
25㎜  
30㎜  
40㎜  
50㎜  
75㎜  
100㎜  
150㎜  

旧料金
1,320
2,200
3,630
6,600
9,900
23,100
40,700
92,400

新料金
1,969
4,400
8,470
15,400
66,000
108,900
190,300
418,000

649
2,200
4,840
8,800
56,100
85,800
149,600
325,600

メーター口径　

 使用水量               
13－20㎜ 25㎜

176

264
330
374
407
－

30－40㎜ 50－75㎜ 100㎜以上
旧料金 新料金 差額 旧料金 新料金 差額 旧料金 新料金 差額 旧料金 新料金 差額 旧料金 新料金 差額

1－10㎥
10－20㎥
20－30㎥
30－100㎥
100－200㎥
200－1,000㎥
1,000㎥以上
1㎥につき

－
165
187
264
330
374
407
－

－
132
176
264
330
374
407
－

－
-33
-11
0
0
0
0
－
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374
407
－

-11

0
0
0
0
－

330

374
407
－

330

385
407
－

374

407
－

385

418
－

11

11
－

－

407

－

418

－

11

0

11
0
－

一般家庭に多い口径

一般家庭に多い口径

●従量料金（１㎥あたり）

　町の水道配水量の８割以上を占める県営
水道の料金が４月から21.0％値上げ

県営水道の値上げ

　水道施設や管路の老朽化、耐震化への対応

水道施設の老朽化対策

　町内の給水人口の減少や少人数世帯の増
加による水道料金収入の減少

水道料金収入の減少

料金改定が必要な理由

料金改定のスケジュール

世帯人数・口径別料金シミュレーション（１カ月分、消費税込み）
例

一般家庭

口径（想定使用水量）
現行料金
新料金
差額

法人など
大口使用者４人３人２人１人
50㎜（1,222㎥）

474,254
543,796
69,542

20㎜（8㎥）
1,320
1,969
649

20㎜（15㎥）
2,145
2,629
484

20㎜（20㎥）
2,970
3,289
319

20㎜（23㎥）
3,531
3,817
286

水道料金の基本料金４カ月分を無償化します！水道料金の基本料金４カ月分を無償化します！
　物価高騰の影響を受ける町民や事業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
を活用し、６月～９月検針分（７月～10月支払い分）の水道料金の基本料金を無償化します。                                 

令和８年

偶数月検針
（南地区）

奇数月検針
（北地区）

検針月
８月

水道基本料金の無償期間②

現行料金

ご請求検針

検針 ご請求水道基本料金の無償期間①

水道基本料金の無償期間②

現行料金

ご請求検針

検針 ご請求水道基本料金の無償期間①

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 10月
令和８年

偶数月検針
（南地区）

奇数月検針
（北地区）

検針月

新料金 ご請求検針
検針 ご請求現行料金

新料金 ご請求検針
検針 ご請求

令和９年

※10月１日をまたぐ検針分は現行料金です。

10月1日料金改定

現行料金

８月 ９月 10月 11月 １月 ２月12月

※口径と使用水量は、
２カ月に１度配布す
る「水道使用量のお
知らせ」で確認でき
ます。

※従量料金、下水道使用料は無償化の対象外。

単位：円

単位：円
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